
                                                         ２０２１.１０.０６ 

犬山市立犬山北小学校  

                                                                

修学旅行に係る感染症予防対策について 

 

１ 期 日  令和３年１１月１０日（水）・１１日（木） 

  

２ 費 用  ２４，９９８円／児童１名（積立額２５，０００）・・・・・・資料１ 

※上記料金は全員参加が前提。同意書の未提出者が多くなり、設定料金が積立額を 

超えるような場合は、再度、保護者の意向を確認する。 

 

３ 日 程  別紙参照                   ・・・・・・資料２ 

 

４ 修学旅行の延期・中止について 

 ○ 愛知県・奈良県・京都府に緊急事態宣言や県外移動制限の影響が出た場合 

 → １・２・３月まで、可能な限り延期を繰り返す。 

  → 実施が難しくなってきた場合は、状況に応じて、行き先の変更または日帰りでの実

施を検討する。場合によっては中止する。 

 ○ 出発前までに、本校児童（他学年を含む）や教職員に感染者が出た場合 

  → 感染者や濃厚接触者の状況により、管轄保健所ならびに学校医・市教育委員会と協

議の上、予定通り修学旅行を実施するか延期するかを判断する。 

 ○ 出発後に、参加児童や教職員に感染が疑われる症状が発生した場合や、濃厚接触者と 

判明した場合 

  → 管轄保健所と医療機関ならびに市教育委員会と協議の上、修学旅行を中止する。 

    感染が疑われる症状が発生した児童または濃厚接触者と判明した児童については、    

保護者に現地までの迎えを求める。（交通費は旅行参加者保険で補填） 

○ 取消料について 

 ・取消料は、旅行費用の項目ごとに発生する。（宿泊代金・バス代金・昼食代など） 

 ・取消の手続きを速やかに行い、不参加者の負担を軽減する。 

 ・「さと茂旅館」から、より感染対策が取りやすい「ＫＫＲ京都くに荘」に変更した時点 

で取消料が発生しているが、市からの補助によって家庭の負担は発生していない。 

 

５ 取消料の市からの補助ついて 

   新型コロナウイルス感染症に係る取消料の全額または一部が市から補助されます。 

  ・目的地の感染状況が悪化し、学校が修学旅行を延期または中止した場合 

  ・出発後に修学旅行を中止し、残りの未実施行程分に取消料が発生した場合 

   ・直前になって感染者や濃厚接触者となり欠席する場合 

  ・直前になって感染の疑いがある症状が出て欠席する場合       

  ・直前になって感染が心配だと判断して欠席する場合 

 

６ 新型コロナウイルス感染症予防対策について  

  基本的な感染予防対策は、どの施設でも実施されていることを、下見や旅行会社からの

情報で確認した。 

○ 食事・入浴・就寝時以外は、原則マスクを着用する。予備を含めた２日分のマスクと使 

用済みマスクを入れる袋等を各自で準備する。 

 ○ 学校の対応 

・定期的な健康観察を実施する。 

・マスクを外す際の会話の自粛を指導する。 

・手洗い（アルコール消毒）、ハンカチ持参の徹底を指導する。 

・移動時も含めて、他人との距離をとる。 



・屋内での全体集会は緊急時以外行わない。 

○ ホテル到着後と就寝時・起床時に検温を行う。 

  ・各自の体温計の準備を依頼する。（時間節約のため） 

・学校は非接触型の体温計を数台準備する。 

 ○ ４９人乗りのバス３台に分乗する。（１台あたり３３人） 

 ○ バス乗車時には必ず手指消毒を行う。 ※消毒液はバス会社が準備する。 

○ バス内では、対面での会話やレクレーションを控え、ＢＧＭ等を流す。 

   ※外気導入固定運転により、約５分で空気が全て入れ替わる。 

 ○ ＫＫＲ京都くに荘（宿）の対策 

・修学旅行客は本校だけである。 

・宿泊室内は２４時間空調が機能しており、随時外気との換気が行われている。 

・共用部分（フロントカウンター、エレベーターのボタン、大浴場備品設備など）に対し

て一定の時間間隔でアルコール消毒作業を実施する。 

・スリッパは使い捨てを使用する。 

・全従業員及び同居家族に対し、毎朝の検温を実施し、発熱が認められた場合は出勤さ

せない。 

・宿泊室には、１人１本ずつのペットボトル（水 500ml）を用意する。   

・宿泊室の利用人数については、１人あたり畳２帖分の就寝スペースを確保する。６人

部屋を４人、１２人部屋を７人で使用する。（宿を変えた主な理由） 

  ・２０名収容の大浴場を２カ所使用するとともに、入浴時間を長く設定する。男女各４ 

ローテとし密集を避ける。 

  ・食事会場は貸し切りの大広間２つで対応する。教室の給食より間隔を開け、同方向を

向いて無言で行う。大皿の提供は廃止し、セットメニューで提供する。 

・使用済みマスクは、部屋外にある密閉タイプのゴミ箱に処分できる。 

 ○ 昼食会場（古都屋・西陣織会館）は、座席間隔に留意したレイアウトが可能である。 

 

７ その他 

（１）出発までの健康管理 

  ○ 毎朝の検温、健康観察の徹底 

  ○ 出発日の朝の検温と体調確認において、感染症の症状がある場合は旅行の参加を辞

退してもらう。 

  ○ 旅行後も、児童及び同居の家族の健康状態の観察を、２週間を目処に依頼する。 

（２）修学旅行の企画 

   名鉄観光サービス株式会社が、「旅行関連事業における新型コロナウイルス対応ガイド

ラインに基づく国内修学旅行の手引き（第４版）」（日本旅行協会作成）を基に、本校の

修学旅行を担当する。 

（３）地域観光事業支援 

   事業が実施されれば積極的に活用する。詳細は、旅行会社から説明を受けて保護者に

周知する。 

（４）下 見 

宿泊施設・訪問地・昼食会場や経路などの下見は、既に担当学年が２度実施している。 

（５）新型コロナウイルス感染症以外の理由で欠席する場合の取消料 

同意書提出後に新型コロナウイルス感染症に係る理由以外で欠席する意思が示された

場合は、取消作業を行うが、時期に応じて一部の取消料が発生する。 

（６）同意書の提出 

提出先：担任  期 限：１０月１１日（月） 

（７）保護者説明会 

   保護者会は開催せず、質問には個別に対応する。 


